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　宇都宮市は、古い歴史と美しい豊かな自然に恵まれるととも
に、市内を東北新幹線、東北自動車道、北関東自動車道、鉄
道各線が貫通する交通の要衝で、商工業・金融機能が集積す
る北関東の中枢拠点として着実に発展してきました。
　しかしながら、近年では、少子・超高齢社会の進行と世帯構
成の変容、長引く経済成長の停滞、地球環境問題の深刻化、
さらには、安全・安心な都市づくりに対する意識の高揚などに
加え、本市におきましても、今後の５年間におきましては、いよ
いよ「人口減少局面への突入」が見込まれており、このような社
会経済情勢の変化に的確に対応しながら、市民の誰もが元気に
笑顔で暮らし、将来にわたり、活力ある発展が続く新たな成熟
都市を、市民・事業者・行政が一丸となって目指していく必要
があります。
　このようなことから、この度、「総合計画前期基本計画評価市
民懇談会」や「総合計画策定懇談会」、「総合計画調査特別委員
会」をはじめ、多くの皆様からいただきましたご意見・ご提言を
踏まえながら、「第５次宇都宮市総合計画改定基本計画（後期基
本計画）」を策定しました。
　この計画は、子どもから高齢者までの全ての市民やこれから
生まれてくる子どもたちの誰もが夢や希望を持って日々の暮らし
を送れるよう、「５年後の市民の幸せ、100年後の都市の繁栄」
に向けた道筋を示すものであり、今後、この計画を基に、「みん
なが幸せに暮らせるまち」、「みんなに選ばれるまち」、「持続的に
発展できるまち」の実現に着実に取り組んでまいります。
　結びに、計画の策定にあたりまして、ご参画をいただきまし
た「総合計画前期基本計画評価市民懇談会」・「総合計画策定
懇談会」の委員をはじめ、様々な見地からご提言をいただきまし
た市議会議員各位、パブリックコメントによりご意見をお寄せい
ただきました市民の皆様に心から感謝申し上げます。

平成25年　３月

宇都宮市長　佐藤　栄一

「100年繁栄都市」の実現をめざして

新たな成熟都市へ新たな成熟都市へ

うつのみやうつのみや

ブイ　プラン

　私ども、宇都宮市総合計画改定基本計画策定懇談会は、市
長からの委嘱を受け、第5次宇都宮市総合計画改定基本計画
につきまして、半年間にわたり議論を重ね、平成25年3月にそ
の結果を報告いたしました。
　前期基本計画におきましては、これまで、施策・事業の推進
により、多くの成果が得られてきましたが、現在、宇都宮市に
おきましても、少子高齢化が進み、人口減少局面へと突入する
兆しが見られ、地域コミュニティの活力低下が懸念される状況に
なりました。
　また、経済のグローバル化に伴い地域産業を取り巻く環境も
厳しくなり、中心市街地の活性化の必要性もより高まってきてい
ます。さらに、東日本大震災を受けて、安全・安心で環境にや
さしい都市づくりが求められるようになりました。
　当懇談会では、このような認識のもと、これからのまちづくり
の基本的な考え方や取組の方向について、委員が専門的見地か
ら熱心に議論し、その結果を後期基本計画に反映することがで
きました。
　今後も、宇都宮市を取り巻く社会経済状況は、厳しさを増し
ていくことが予想されます。後期基本計画に位置付けられた各
施策・事業を着実に推進していくとともに、今後の状況変化に
臨機応変に対応することも求められます。
　本計画の推進に当たりましては、市民・地域活動団体・
NPO・事業者などが行政との適切な役割分担のもと、協力し
合いながら計画の実行に携わっていく必要がありますが、何より
も市民一人ひとりの「宇都宮をより良いまちにしたいという気持ち
＝宇都宮市への愛着」が大切であると思います。
　「将来のうつのみや像」の実現に向け、ともに力を合わせまち
づくりに取り組んでいきましょう。宇都宮にはそのための十分な
人材と資源、これまで培われてきた良き伝統と文化があります。

平成25年　3月
宇都宮市総合計画改定基本計画策定懇談会会長

山島 哲夫

市民一人ひとりが力を合わせ
　　宇都宮を「より良いまち」に

新たな成熟都市へ新たな成熟都市へ

うつのみやうつのみや

ブイ　プラン
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策定の趣旨策定の趣旨

1

第 章

　この計画には「新たな成熟都市へ うつのみや V-Plan」という愛称
がついています。
　「新たな成熟都市へ」は、これからの次代の移り変わりの中でも、さ
まざまな価値観を認め合い、高め合いながら、本当の魅力や豊かさ
を持続・向上していける「輝き続ける都市」を目指していくことを表現
しています。
　また、「V-Plan」は、第5次総合計画の「V」（ローマ数字）と、これか
らのまちづくりのキーワードとなる5つの「V（ブイ）」を表しています。

ブイ　プラン

とは
Vitality 活力・元気・持続力

Variety 多様性

Value 価　値

Vividness 鮮やかさ・活発さ

Victory 勝利・克服
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1

　本市では、平成19年度に第5次宇都宮市総合計画を
策定し、平成34年を目標年次とする第5次宇都宮市総
合計画基本構想に掲げる都市像「くらしいきいき　まち
キラキラ　つながる人　★　夢のみや　うつのみや」の
実現に向け、まちづくりの基本方向に沿って、基本計
画（前期5年、後期5年の計10年、平成20年度から平
成29年度）に取り組んできました。
　平成24（2012）年度に基本計画の前期5年が終了す
ることから、後期5年の計画の具体化を図るため、そ
の改定を行うものです。

［第1章］策定の趣旨

第 章

1　総合計画の構成
2　基本計画の期間

総合計画の構成と
基本計画の期間
総合計画の構成と
基本計画の期間

2
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実施計画

第５次宇都宮市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。

総合計画の構成

［第2章］総合計画の構成と基本計画の期間

1

後期基本計画の期間は、平成25（2013）年度から平成29（2017）年度までの５年間とします。

基本計画の期間2

【目標年次・期間（イメージ）】
目標年次

基本計画

基本構想

総合計画総合計画
「基本構想」は、総合的で計画的な行政運営を図
るため、目指すべき将来の「うつのみや像」や、
まちづくりの基本方向などを示すもので、“本市
におけるまちづくりのビジョン（未来図）”といえ
るものです。

目標年次：平成34年

「基本計画」は、基本構想で定めたまちづくりの
基本方向に即して、将来の「うつのみや像」を実
現するために必要な基本的取組を示すもので、
“本市におけるまちづくりのプラン（手段・方策
書）”といえるものです。

前期５年、後期５年の計10年

「実施計画」は、基本計画に掲げた取組の具体的
な進め方を年度ごとに示すもので、“本市におけ
るまちづくりのプログラム（実行予定表）”といえ
るものです。

計画期間：３年

基本構想（平成２０～３４年度）

平成２０年度 平成34年度

前期基本計画
平成20～24年度

後期基本計画後期基本計画
平成25～29年度

実施計画（3年）

実施計画（3年）

実施計画（3年）

毎年見直し
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第 章

1　社会経済の見通し
2　市民意識の現状

社会経済の見通しと
市民意識の現状
社会経済の見通しと
市民意識の現状

3
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　本市の総人口は、平成22（2010）年国勢調査では、511,739人となり増加が続いていま
すが、平成27（2015）年に、約51万6千人でピークを迎えた後、人口減少に転ずるものと
見込まれます。

社会経済の見通し

［第3章］社会経済の見通しと市民意識の現状

1

　本市の年齢別人口は、少子・高齢化の進行により、老年人口（65歳以上）の構成比は、平
成22（2010）年の19.7%から、平成29（2017）年には24.7%へ高まる一方で、年少人口（0
歳～14歳）は、14.2%から13.9%へ、生産年齢人口（15歳～64歳）は、66.0%から61.4%
へと、それぞれ構成比が低下するものと見込まれます。

（1）総人口 （2）年齢別人口

年齢別人口の推移

人口ピラミッド

総人口の推移
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14.2％

66.0％

19.7％

13.9％

61.4％

24.7％

H21H20H19H18H17

平成29年（2017年）

平成22年（2010年）

平成29年（2017年）

平成22年（2010年）

0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85歳～男 女
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　本市の世帯数は、平成22（2010）年の210,240世帯から、平成29（2017）年には
220,369世帯へ増加すると見込まれます。
　また、一世帯当たりの人員数は、2.43人から2.34人へ減少することが見込まれます。こ
のうち、一人暮らし世帯は、平成22（2010）年の71,628世帯から、平成29（2017）年には
80,153世帯と増加し、特に、65歳以上の一人暮らし世帯は、16,313世帯から23,407世
帯と約1.4倍に増加するものと見込まれます。

［第3章］社会経済の見通しと市民意識の現状

　本市の就業人口は、平成22（2010）年の241,950人から、平成29（2017）年には
233,471人となり、全体的に減少するものと見込まれます。
　また、産業別就業人口の構成比は、第1次産業では、平成22（2010）年の2.3%から、平
成29（2017）年には2.0%へ、第2次産業は24.2%から22.8%へとそれぞれ微減し、第3
次産業は73.5%から75.2%へと微増するものと見込まれます。

（3）世帯数・一世帯当たり世帯人員数 （4）就業人口

世帯数・一世帯当たり世帯人員の推移 就業人口・構成比の推移
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　本市の市内総生産額は、平成21（2009）年には、約2兆4,020億円に達しましたが、今後
は1人あたりの市民所得は同程度で推移するものの、就業人口の減少などに伴い、市内総生
産額は、緩やかに減少するものと見込まれます。

［第3章］社会経済の見通しと市民意識の現状

　全国の多くの地方自治体が、高齢化の進行による扶助費の増加、人口減少による産業・経
済面での活力低下などに伴い、深刻化する財政状況の中で厳しい都市経営を余儀なくされて
います。
　このような中、平成23年度決算において、本市の財政力指数（※1）は、中核市41市中6
位、経常収支比率（※2）は24位、自主財源比率（※3）は4位に位置しています。また、財政
健全化法において、財政判断の基準となる四つの指標（※4）いずれも、健全化基準を下回っ
ています。
　今後とも、歳入面においては、自主財源の根幹をなす市税の確保はもとより、広告収入な
ど、新たな収入の確保に取り組みながら、市政運営に必要な財源を確保し、歳出面において
は、施策・事業の優先化・重点化を図るとともに、市債残高の抑制や基金の涵養など、健全
な財政運営のために設定した財政指標の目標値の達成に向けて取り組むことにより、持続可
能で健全性の高い財政運営が確保できると見込まれます。

（5）市内総生産 （6）財政

市内総生産の推移

財政力指数ランキング（中核市）

※１　財政力指数

※２　経常収支比率

※３　自主財源比率

※４　四つの指標

地方交付税法の規定により算出される指数で、標準的な行政活動に必要な財源を、どれくらい自力で
調達できるかを表すもの。
毎年度継続的に収入があり自由に使い方を決定できるお金（経常一般財源）のうち、どれくらいのお金
が扶助費など、節減することが困難な経費（経常的経費）に使われているかを示す比率。
歳入全体に対する自主財源（市税、分担金・負担金、使用料、手数料、財産収入など）の占める割合であり、
財政基盤の安定性や行政活動の自律性を確保するためには、この割合が高いことが望ましいとされる。
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率。
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基本施策の満足度の推移

0

50,000

100,000

150,000
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（百万円）

［第3章］社会経済の見通しと市民意識の現状

市民意識の現状2

　本市では、第5次宇都宮市総合計画基本計画の25の基本施策について市民の満足度を調
査しています。その結果、基準年度（平成19年度）と比較した市民満足度は、11の基本施策
（44.0%）が上向き、10の基本施策（40.0%）が同水準、4の基本施策（16.0%）が下向きとなっ
ています。

一般会計収入の見通し

一般会計歳出の見通し

普通会計市債残高の見通し

【注】・それぞれの市民満足度が「＋2％より上の場合：基準年度より上向き」、「±2％以内の場合：基準年度と同水準」、「－2％よ
り下の場合：基準年度より下向き」とした。

　　・「そう思う」、「どちらかというとそう思う」、「どちらかというとそう思わない」、「そう思わない」、「わからない」の選択肢の
うち、「そう思う」、「どちらかというとそう思う」市民の割合の合計を“満足度が高い”とした。

その他
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普通会計
市債残高

29年度28年度27年度26年度25年度24年度

126,441126,687127,133127,192
127,834

128,671

（平成24年７月策定「宇都宮市中期財政計画」より）
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保健・医療サービスの質を高める

高齢期の生活を充実する

障がいのある人の生活を充実する

愛情豊かに子どもたちを育む

都市の福祉力を高める

日常生活の安心感を高める

生涯にわたる学習活動を促進する

信頼される学校教育を推進する

個性的な市民文化・都市文化を創造する

生涯にわたるスポーツ活動を促進する

健全な青少年を育成する

良好な水と緑の環境を創出する

上下水道サービスの質を高める

快適な住環境を創出する

地域産業の創造性・発展性を高める

商工業の活力を高める

農林業の付加価値を高める

魅力ある観光と交流を創出する

機能的で魅力のある都市空間を形成する

市民が主役のまちづくりを推進する

行政経営基盤を強化する

市民の相互理解と共生のこころを育む

脱温暖化・循環型の環境にやさ
しい社会を形成する

円滑で利便性の高い総合的な
交通体系を確立する
高度情報化の恩恵を享受でき
る環境づくりを推進する

Ⅰ 市民の安全で健
康な笑顔あふれる暮
らしを支えるために

Ⅱ 市民の学ぶ意
欲と豊かなこころ
を育むために

Ⅲ 市民の快適な
暮らしを支えるた
めに

Ⅳ 市民の豊かな
暮らしを支える活
気と活力のある社
会を築くために

Ⅴ 都市のさまざまな活
動を支える都市基盤の
機能と質を高めるために

Ⅵ 持続的発展が可
能な都市の自治基
盤を確立するために
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［第4章］時代潮流とまちづくりの重点課題

時代潮流1

（1）第5次宇都宮市総合計画基本構想における時代潮流

　第5次宇都宮市総合計画基本構想では、「少子・超高齢社会、人口減少の時代」、「地球環境
問題の深刻化の時代」、「ボーダーレス社会の進展の時代」、「人間回帰の時代」、「分権型社会の
進展の時代」の五つを時代潮流の変化としてとらえています。

　日本の総人口は、平成17年に戦後はじめてマイナスに転じ、人口減少時代が現実のもの
となりました。また、20%を超える高齢化率は、今後も上昇を続けると見込まれ、後期高
齢者人口が前期高齢者人口を上回り、その構成比を高めていく傾向にあります。
　さらには、「超少子化国」と呼ばれる水準となった合計特殊出生率や、今後も減少傾向が続
くと見込まれる年少人口などから、一層、少子・高齢化が進行することが予測されます。
　こうしたことに伴い、労働力人口の減少や社会保障費の増大がさらに深刻化する一方で、
豊富な経験、知識、社会への貢献意欲をもった高齢者も増加します。
　このため、子どもについては、子育て、子育ち環境の充実がますます必要になるとともに、
高齢者については、”支えられる世代”というこれまでの固定観念にとらわれず、いわゆる
「アクティブシニア」の人々が、地域づくりの主役の一人として活躍できる環境づくりが重要
になるなど、子どもから高齢者まで、健康で快適に生き生きと暮らせる社会環境づくりを進
めていくことが求められます。
　また、都市づくりについては、既にある社会資本の有効活用を図るとともに、まちの魅力
づくりや高度な都市機能の集積などにより、人々が集い、活発に交流する、人口減少時代に
あっても揺るぎのない、持続的な発展が可能な都市を形成することが求められます。

　20世紀の社会経済は、先進国において物質的な豊かさをもたらしましたが、温室効果ガ
スの大量排出による地球温暖化や、大量生産・大量消費による地球資源の枯渇などの地球環
境問題をも生み出し、それらへの対応は、国際的な課題として、今後ますます大きなものと
なっていきます。また、これらの問題は、市民の日常生活や事業者の活動などとも深く関
わっていることから、地域レベルでの取組の強化も、一層大きな課題となっていきます。
　このため、行政のみならず市民や事業者が、身近な暮らしや活動の中で地球規模での環境
問題をとらえ、一人ひとりがその当事者として、地球環境問題の解決を強く意識し、二酸化
炭素の排出削減による地球温暖化の防止や、3R（※）の推進による「循環型社会」の構築に向
けて、ひとや環境にやさしい交通システムや都市構造への転換など、あらゆる分野において
継続的・横断的な取組を実践することで、恵み豊かな自然環境を守り維持して、将来世代に
引き継いでいくことができる「持続可能な社会」を形成することが求められます。
※3R…リデュース（Reduce）:廃棄物の発生抑制、リユース（Reuse）:再使用、リサイクル（Recycle）:再生利用の三つの取組のこと。

ア　少子・超高齢社会、人口減少の時代

イ　地球環境問題の深刻化の時代
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［第4章］時代潮流とまちづくりの重点課題

　近年、市民や事業者の活動はますます広域化しており、こうした状況に対応できる都市を
築いていくためには、現在の行政区域の枠を越え、広域的な圏域における各自治体の機能分
担を視野に入れたまちづくりが重要性を増してきます。また、経済構造や雇用形態など社会
経済の面でも、一層ボーダーレス化が進んでいきます。
　特に情報技術の革新は、市民の暮らしや事業者の活動、さらには都市のありように大きな
影響を与え、地球規模での多様な交流を促進す
る情報通信ネットワークは、場所や時間にとら
われない、新しい生活様式や社会経済活動を可
能にしていきます。
　また、中国等、アジア経済の台頭やバイオテ
クノロジーなど新技術の開発は、世界的な規模
で影響を与え、それらは国境を越え、地域産業
にも波及していきます。
　さらには、世界的な人口増加や開発途上国の
経済発展等に伴う農作物の需要拡大、水資源の
不足などにより、国際的な食料問題が顕在化す
る中、国内や地域内における食料自給率の向上
が求められるなど、地域産業としての農業の位
置付けは、ますます重要性を増していきます。
　このため、情報通信基盤の整備による市民生
活の利便性の向上や産業面での知的生産性の向
上、さらには、地域産業としての商・工・農林
業の基盤や競争力の強化など、社会経済におけ
るボーダーレス化への対応が求められます。
　

　心の豊かさを重視する成熟社会においては、市民の価値観は多様化し、自らがそれぞれの
生活様式に応じた「もの」や「サービス」を選択し、余暇活動や学習活動にいそしむなど、「生活
の質の向上」に対する欲求がさらに高まっています。
　一方、社会においては、自己利益の追求や社会的なつながりの希薄化など、「社会」より「個
人」を重視する傾向が強まる中、改めて、他人への思いやりや社会との協調が重要視されて
います。このことは今、家庭や地域社会での「きずな」の大切さが改めて注目されていること
とも密接に関係しており、こうした温かで人間的な「つながり」、「きずな」を再生することが、

子育てや子育ちの問題、高齢者への対策、地域の安全・安心の確保など、さまざまな地域課
題に対応していくうえでの重要な要素となっていきます。
　また、都市のあり方においても、これまでの経済性・効率性の追求がもたらした“画一的
なまちづくり”への反省から、都市が人間の営みの場としてとらえ直され、「生活の質の向上」
を基本として、潤いや個性を重視する方向へと変化して
います。
　このため、個々人や団体、組織、地域コミュニティ等
における「きずな」や「信頼関係」、さらには、「人間関係」
等の社会的ネットワーク、いわゆる「社会関係資本」（ソー
シャル・キャピタル）を形づくり、日常生活におけるさま
ざまな問題や地域の課題に対応していくことが求められ
ます。
　また、環境との調和のもと、地域の特性を生かした都
市アメニティがつくり出され、市民の郷土への愛着や誇
りを培う都市の文化を備えている、成熟した「まち」、
人々が社会とのつながりを持ちながら多様な価値を認め
合い、互いに助け合える「まち」、子どもから高齢者まで
誰もが暮らしやすい、人間の身の丈に合った「まち」など、
「ひと」を中心に据えた都市づくりが求められます。

　地方自治においては、自治的活動の主な担い手であるコミュニティ組織、さらにはボラン
ティア団体やNPOなどの市民活動組織が、社会的要請や役割の拡大などから、「公共」の領
域を担う主体の一つとして、ますますその活躍の場を広げています。
　そうした中で、まちづくりの各主体が、適切な役割分担のもと、互いに連携・協力し合う
パートナーシップによるまちづくりが一層重要となっています。
　また、「地方自治体」においては、自主・自立を基本に、自らの判断と責任のもと、地域の
活力や力強い活動を維持・向上させるとともに、各々の創意工夫によって、地域の実情に応
じたまちづくりを進めていくことがますます重要となっています。
　このため、パートナーシップの前提となる情報の共有化や、活動環境の充実など、市民自
治の充実・強化にこれまで以上に力を注ぐとともに、地方分権改革のさらなる進展や、国や
地方の役割分担の抜本的な改革として、自立的で活力のある地方圏の実現を目指す「道州制」
導入の議論などを視野に入れながら、自治能力のさらなる向上を図り、ますます高度化・複
雑化する行政課題に的確に対応していくことが求められます。また、北関東の中核都市、首
都圏における主要都市の一つとしてふさわしい、高度な都市機能、広域的な圏域での拠点性
や中枢性、独自の文化を備えた、魅力や風格あるまちづくりが求められます。

オ　分権型社会の進展の時代

エ　人間回帰の時代

ウ　ボーダーレス社会の進展の時代
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［第4章］時代潮流とまちづくりの重点課題

（2）改定基本計画（後期基本計画）期間中に顕著になると考えられる社会潮
流の変化

　今回の改定に当たり、第5次宇都宮市総合計画基本構想の時代潮流の中でも、とりわけ、
後期計画期間中において顕著になると考えられる社会潮流の変化などを、次のとおりとらえ
ました。

　本市の人口は、平成27年（2015）年をピークとし、人口減少に転ずるものと見込まれま
す。また、生産年齢人口は減少傾向にあり、その一方で高齢者数の増加、子どもの減少など
人口構造が変化し、地域の活力の低下が懸念されます。
　このようなことから、高齢者が元気に安心して生活でき、地域の活力維持の担い手として
活躍できる環境づくりや、仕事と家庭が両立でき、安心して子どもを生み育てられる環境づ
くり、さらには、安定維持が可能な福祉等の構築が求められます。

　本市は近年、単身世帯の割合が上昇傾向にあるとともに、未婚率についても上昇傾向にあ
り、家族や地域との関わりが変化し、地縁・血縁関係の希薄化や社会的孤立、地域コミュニ
ティの活力の低下などが懸念されます。
　このようなことから、市民や団体、企業、NPO、行政など、さまざまな主体がそれぞれ
の強みを生かして相互に補完し合いながら、社会的な課題に対応していくことや、共生の意
識を持って良好な人間関係が構築できる、家族や地域を支える人材が求められます。

　本市の市内総生産は増加傾向にありましたが、平成20年から減少に転じています。さら
に、本市の中心商業地においては、歩行者・自転車の通行量は減少傾向にあり、事業所数や
売場面積の減少とあわせて、空き店舗が慢性的に存在するなど、地域産業を取り巻く状況が
変化しています。
　このようなことから、本市が持続的に発展していくため、高い生産性や付加価値、競争力
などを生み出すことのできる産業やその担い手となる人材、賑わいや活力を生み出す交流人
口・定住人口の増加が求められています。

　本市では、東日本大震災による市内の住宅や道路、公共施設などに大きな被害を受けた教
訓などから、すべての市民が安全で快適に暮らすことのできる住環境の形成、災害にも強
く、環境に配慮した都市基盤の形成など、安全・安心で、環境にやさしい都市づくりが求め
られています。

ア　人口減少局面への突入と人口構造の変化

イ　家族や地域の変容

ウ　地域産業・経済を取り巻く状況の変化

エ　安全・安心で環境にやさしい都市づくりへの要請の高まり
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まちづくりの重点課題

［第4章］時代潮流とまちづくりの重点課題

2

　第5次宇都宮市総合計画基本構想では、これからの本市のまちづくりを進めるに当たって
の重点課題として、「子育て支援の充実」、「高齢者の生活の質の向上」、「安全で安心な生活環
境の創出」、「環境調和型社会の構築」、「総合的な交通体系の確立」、「魅力ある拠点の創造」、
「都市の個性づくりと発信」、「次代を築く人材の育成」、「産業力の強化」、「地域が主体となっ
たまちづくり」を設定しています。

　本市においても、刑法犯の認知件数が比較的多い傾向にありますが、一方で、市民
の防犯意識は高まってきています。また、近年、災害や食の安全に関する問題が多発
し、防災への関心や食品の安全などに対する不安感が大きくなっており、対応力の強
化が求められています。こうした社会環境を踏まえ、地域が一体となって、市民が心
安らかに暮らせる、安全で安心な生活環境を創出することが急務となっています。

安全で安心な生活環境の創出3

　高齢化の進行や環境問題の深刻化などから、クルマに過度に依存した社会からの転
換が求められる中で、本市では、公共交通基盤が必ずしも十分に整備されているとは
いえない状況にあります。こうした社会環境や持続可能な都市のあり方を踏まえ、誰
もが移動しやすい交通環境を創出できるよう、公共交通ネットワークの構築を中心と
した、総合的な交通体系を確立することが急務となっています。

総合的な交通体系の確立5

　本市には、歴史的な価値を持つ建造物、伝統文化や
美しい自然、郷土食など、誇るべき固有の地域資源が数多く存在しています。それぞ
れの都市や地域が、その魅力や創意工夫を競い合い高め合う、都市間競争がますます
激しくなる中で、本市固有の“財産”や地域特性などを生かし、独自の文化を創出し、
都市としての個性を磨き上げ、全国にアピールしていくことが急務となっています。

都市の個性づくりと発信7

　地球規模の環境問題が一層深刻化している中で、ごみ問題や地球温暖化に対する市
民の意識が高まってきています。こうした中で、日常生活や社会経済活動が地球規模
の環境問題に大きく関わっていることや、日ごろの小さな取組の積み重ねが、大きな
問題の解決にもつながることを、市民一人ひとりが強く意識して、環境に配慮した行
動を主体的に実践する、環境調和型の社会を構築していくことが急務となっています。

環境調和型社会の構築4

　本市は、歴史的・地理的条件により、古くは日光街道と奥州街道の「追分の地」とし
て栄え、現在に至るまで、交通の要衝都市として発展してきており、国土幹線として
東西軸を形成する北関東自動車道も、間もなく全線開通（※）を迎えます。都市の個性
の創出や地方都市の活力の向上が求められる中で、こうした恵まれた条件や社会環境
を生かし、50万都市にふさわしい、人・もの・情報が活発に交流する高度な都市機能
を備え、広域的な中心性や中枢性をさらに高めた、魅力と活力のある拠点を形成する
ことが急務となっています。　　　　

魅力ある拠点の創造6

※北関東自動車道…平成23年3月全線開通。

　少子化が進み、将来を担う世代の減少が懸念される中、核家族化や地域社会の人間
関係の希薄化、産婦人科医・小児科医の不足など、子育て環境がますます厳しさを増
しており、子育てに関する市民ニーズも多様化しています。こうした社会環境を踏ま
え、親の子育てに対する不安や負担を軽減するとともに、子どもたちが心身ともに健
やかに育つよう、安心して子どもを生み育て、親もともに成長することができる環境
を創出することが急務となっています。

子育て支援の充実1

　高齢化や核家族化の進行、単身世帯の増加に加え、地域社会で高齢者を支える連携
体制が十分ではない中で、介護を必要とする高齢者が増加しています。その一方で、
団塊の世代の大量退職に伴い、豊富な経験、知識、技術をもった高齢者が地域へ戻っ
てきています。こうした社会環境を踏まえ、高齢者が生きがいを持ち、自己実現を果
たしながら、心豊かに元気に暮らしていけるよう、高齢者の生活の質の向上を図るこ
とが急務となっています。

高齢者の生活の質の向上2
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　複雑・多様化する社会経済環境において、より高度で専門性の高い人材が求
められる傾向にある中で、本市では、教育環境や学習機会、地域の教育力を生
かす仕組みが充実しています。こうした社会環境を生かし、次代の宇都宮を築
き、担うことのできる意欲や能力、やさしさや思いやり、さらには新しい価値
を創造しうる世界的で幅広い視野を持った人材を育成していくことが急務と
なっています。

次代を築く人材の育成8

　産業構造の変化や情報・知識に価値を置く社会の到来など、産業を取り巻く
環境が大きく変化する中で、本市では、高度技術産業の集積などを特徴とした
工業をはじめ、商業、農業がいずれも高い水準でバランス良く展開されていま
す。こうした社会経済環境を生かし、地場産業や中小企業など、既存産業の育
成・活性化に加え、広域的な連携も視野に入れ、新たな産業や先導的な産業を
創出していくなど、社会経済のボーダーレス化に対しても揺るぎのない産業基
盤を確立することが急務となっています。

産業力の強化9

　地域コミュニティが希薄化し、地域での教育力や生活環境の安全、安心感の
低下など、さまざまな問題が指摘される中で、本市では、地域主体のまちづく
りを進めるための、施設や仕組みが整いつつあり、市民の地域コミュニティ意
識も高まってきています。こうした社会環境を生かし、地域内分権を進め、地
域の人材や資源を十分に活用した、地域が主体となったまちづくり活動を促進
することが急務となっています。　

地域が主体となったまちづくり10

まちづくりの目標まちづくりの目標

5

第 章
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　第5次宇都宮市総合計画基本構想では、まちづくりの重点課題が解決された状態を「市民」、
「まち」、「まちづくりの基礎」という三つの視点から整理し、「まちづくりの戦略的ターゲット
（15年後（平成34年）のまちの状態）」として設定しています。
　また、本市が目指す長期的な都市空間形成の方向を明らかにするとともに、今後は、その
理念に基づき、さまざまな取組を展開していきます。
　そして、「まちづくりの戦略的ターゲット」に到達したときの宇都宮市の姿を「将来のうつの
みや像（都市像）」として描き、市民・事業者・行政など、全ての構成主体がパートナーシッ
プによって、その実現を目指していきます。

［第5章］まちづくりの目標

輝く希望と笑顔にあふれた
みんなが幸せに暮らせるまち

・家庭や地域社会の中で、安心して子どもを生み育てられ、子どもたち自身も、心身
ともに健やかに育っています。

・高齢者が健康で生きがいをもち、生き生きと暮らしています。
・市民が安全な地域社会の中で、安心して日常生活を送っています。
・誰もが自由に交通手段を選び、行きたいところへ快適に移動しています。
・市民が、日常生活の中で環境に配慮した行動を実践し、貴重な自然環境や快適な生
活環境が守り伝えられています。

1
【まちづくりの重点課題が解決された状態】

独自の存在感と風格を備えた
みんなに選ばれるまち

・新たな文化や観光が創出され、都市としての存在感が増し、本市のイメージが高まっています。
・人・もの・情報が活発に交流し、本市の魅力と活力が高まっています。

2
【まちづくりの重点課題が解決された状態】

まちづくりの仕組みが整い、みんなでまちをつくる活力にあふれた

持続的に発展できるまち

・人間力の高い人材が、さまざまな分野で活躍しています。
・既存産業の活性化が図られるとともに、次世代をリードする新たな産業が創出され、
産業都市として発展を続けています。

・地域のコミュニティが十分に機能し、地域住民が一体となって地域の課題を主体的
に解決していける、市民自治が根ざした地域社会が形成されています。

3
【まちづくりの重点課題が解決された状態】

輝く希望と笑顔にあふれた
みんなが幸せに暮らせるまち1
独自の存在感と風格を備えた
みんなに選ばれるまち2
まちづくりの仕組みが整い、みんなでまちをつくる活力にあふれた
持続的に発展できるまち3

まちづくりの戦略的ターゲット（将来のまちの状態）

①　子育て支援の充実
②　高齢者の生活の質の向上
③　安全で安心な生活環境の創出
④　環境調和型社会の構築
⑤　総合的な交通体系の確立
⑥　魅力ある拠点の創造
⑦　都市の個性づくりと発信
⑧　次代を築く人材の育成
⑨　産業力の強化
⑩　地域が主体となったまちづくり

ま ち づ く り の 重 点 課 題

都市空間の姿　「ネットワーク型コンパクトシティ（連携・集約型都市）」

将来のうつのみや像（都市像）

つながる人 　夢のみや　うつのみや
くらしいきいき　まちキラキラ
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第 章

1　基本認識
2　基本方針
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6 6

　本市のまちづくりに当たっては、少子・超高齢社会、人口減少時代の到来や、地球環境問
題の深刻化、高度成長期に整備した道路、下水道、学校施設などの公共資本ストックの老朽
化、さらには、都市の顔である中心市街地の活力の低下など、本市を取り巻くさまざまな問
題に効果的・効率的に対応していくことが急務となっています。
　また、今後とも、人・もの・情報が活発に交流する広域的な拠点性を高め、栃木県の県都
として、また、首都圏における主要都市の一つとして、広域的な圏域での存在感や中枢性を
さらに高めていくことが、本市や周辺自治体も含めた圏域の発展のためにも重要です。
　このような中で、本市が将来にわたり、持続的に発展していくためには、長期的視点のも
と、都市空間そのもののあり方を見直していく必要があります。
　そのため、市民の「生活の質の向上」を基本として、公共投資と民間の経済活動を組み合わ
せることによって、「ネットワーク型コンパクトシティ（連携・集約型都市）」を長期的に形成
していきます。

※人口集中地区･･･国勢調査区を基礎単位地区として、人口密度が40人/ha 以上の調査区が隣接して5,000人以上を有する地
域をさす。

［第6章］都市空間形成の方針

基本認識1

人口集中地区面積と人口密度の推移

密度配置と暮し方のイメージ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000
（ha） （人/ha）

人口集中
地区面積

平
成
22
年

平
成
17
年

平
成
12
年

平
成
7
年

平
成
2
年

昭
和
60
年

昭
和
55
年

昭
和
50
年

昭
和
45
年

7,1036,9206,8506,670
6,270

5,620

51.3
3,950

2,640

人口密度

50.0

60.0

70.0

80.0

20.0

30.0

40.0

0

10.0

（出典）国勢調査

ネットワーク型コンパクトシティの
密度イメージ

人口減少

かつての人口分布

人口増加 人口増加

中心市街地集落 郊外 郊外 集落

現在の人口分布

将来の人口分布イメージ
（ネットワーク型コンパクトシティ形成時）

居住環境の維持 居住環境の維持

生活活動の拠点の育成
（街なか居住） 生活活動の拠点の育成

（街なか居住）

ゆとりある住環境の形成 ゆとりある住環境の形成都心等への人口誘導

街なか居住

都心居住
将来の人口分布

（ ）

現在

将来

54.154.552.952.253.252.5
56.6

71.2

5,150

ネットワーク型コンパクト
シティが形成されない場合
…現状を放置した場合
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6 6［第6章］都市空間形成の方針

　広域的な都市圏の発展をリードする、環境にも配慮した工業地の形
成を図ります。

・工業生産に必要な用地が確保され、既存産業の再生・強化や新産業・先導的
産業の創出、企業進出のインセンティブとなる機能や環境を備えています。

・周辺機能との調和や環境保全等への配慮がなされています。

工
　業
　地 目指す状態

　地域の自然的・社会的特性を踏まえながら、生活圏などにおいて、
個性や特色のある商業・業務地の形成を図るとともに、中心市街地に
おいては、本市の中枢性や存在感の向上につながる高度な都市機能の
集積の受け皿として、商業・業務地の形成を図ります。

・地域コミュニティや日常生活の核としての機能を備えています。
《さらに、中心市街地では》
・都市の個性や魅力を生み出す多様な交流の中心地となっています。
・都市文化の創造と発信の拠点となっています。
・高度な都市機能（行政、教育、文化・芸術、情報、商業、交通、医療・福祉、
アミューズメントなどの機能）を備えています。

商
業
・
業
務
地

目指す状態

（1）土地利用の適正化
　
　「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に向け、土地利用に当たっては「生産性と公益
的機能が確保された農用地・森林の保全」、「市民生活の質の向上に資する住宅地の形成」、「広
域的な都市圏の発展をリードする工業地の形成」、「生活圏における個性的な商業・業務地の
形成」、「誰もが暮らしやすい住環境を整え、本市の中枢性・存在感の向上につながる高度な
都市機能の受け皿となる中心市街地の形成」を図るとともに、市街地の無秩序な拡大を抑制
し「土地利用の適正化」を図ることにより、都市的機能と自然環境が調和する土地利用を目指
します。

基本方針2

　農作物や木材などの生産をはじめ、水資源の涵養機能や防災機能、
さらには、保健休養機能、大気保全機能などの公益的機能が、適切に
確保できる農用地、森林の保全を図ります。

・農作物や木材などの安定供給のための生活基盤が強化されています。
・付加価値の高い農林産物が産出されています。
・公益的機能を十分に発揮しています。

目指す状態

　市民生活の質の向上に資する、地域の特性に応じた良好な住宅地の
形成を図るとともに、中心市街地においては、多様な用途に対応した
複合的で高度な土地利用により、多様なニーズに応じた誰もが暮らし
やすい住環境の創出を図ります。

・地域コミュニティが適切に形成・維持されています。
・徒歩や自転車で行動できる範囲に、日常生活に必要な生活利便機能を備え
ています。

・市民のさまざまな価値観やライフスタイルに対応しています。
・自然環境や周囲環境と調和しています。
《さらに、中心市街地では》
・子どもから高齢者まで、誰もが安心して快適に暮らせる、都市的な利便性
や快適性を備えています。

住
　宅
　地

目指す状態

農
用
地
・
森
林



第5次宇都宮市総合計画  改定基本計画

第7章
ま
ち
づ
く
り
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第8章
分
野
別
計
画

第9章
計
画
の
着
実
な
推
進
に
向
け
て

資
料
編

第6章
都
市
空
間
形
成
の
方
針

4342

6 6［第6章］都市空間形成の方針

　「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に向け、市域の拠点間における機能連携・補完、
他圏域との広域的連携のための軸を形成・強化するなど、「ネットワーク化の促進」を目指し
ます。

　本市のそれぞれの拠点が備える都市機能を踏まえた、高い機能性と快適性をもった都市の
実現には、拠点相互の都市機能を連携・補完することが必要です。
　このため、都市計画道路等の幹線道路や、各地域の実情に応じた地域内交通や各拠点への
移動を円滑にする幹線公共交通の確保、交通結節機能が適切に配置された東西基幹公共交通
（LRT)による公共交通ネットワークの整備充実などにより、「機能連携・補完軸」の形成を図
ります。

　本市が県都として、また北関東の中核都市として発展していくためには、近隣・近郊の都
市はもとより、関東圏や東北圏における主要都市との連携を強化することが必要です。
　このため、鉄軌道系の公共交通機関や高規格幹線道路（※1）、地域高規格道路（※2）の整
備充実の促進など、大量輸送機関、高速交通基盤の整備・充実などによる「広域連携軸」の形
成を図ります。

　
　本市の東部を縦断する鬼怒川など豊かな水をたたえる清流、また、北部丘陵から市街地に
くさび状に展開する豊かな緑を「水と緑の環境帯（エコベルト）」として位置づけ、適切な保全
に努めるとともに、各種都市機能や軸との調和を図ります。

（3）ネットワーク化の促進

※1　高規格幹線道路…

※2　地域高規格道路…

「高速自動車国道」及び「一般国道の自動車専用道路」のことで、80～100km/hの走行サービスを提供
する。
高規格幹線道路と一体となって、規格の高い幹線道路ネットワークを形成する道路で、自動車専用道
路もしくはこれと同等の高い規格を持ち、おおむね60km/hの走行サービスを提供する。

表

　「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に向け、中心市街地はもとより、産業・観光拠
点や、既に形成されている地域拠点、生活拠点または生活圏など、都市機能の集積している
既存の拠点や核などの有効活用や、必要に応じて、地域の自然的・社会的特性を踏まえ、拠
点性の高いエリアの拠点化の促進を図ります。そして、それぞれの拠点における機能や役割
分担の明確化と拠点の規模の適正化を図り、そこでの都市機能の質や機能性を高め、全市的
な視点から、「拠点化の促進」を目指します。

（2）拠点化の促進

都 市 拠 点

産 業 拠 点

観 光 拠 点

地 域 拠 点

生 活 拠 点
（生活圏）

・行政、教育、文化・芸術、情報、商業、交通、医療・福祉、アミューズメントなど高
度な機能が高密度に集積する、本市における中枢拠点、広域的な交流や賑わいを創出
する拠点の形成を図る。

・複合的で高度な土地利用の促進や、低・未利用地の有効活用を図る。
・本市の歴史・文化の発祥地として、本市独自の文化の創造・発展を牽引する、風格と
魅力を備えた空間の形成を図る。

・徒歩や自転車と公共交通の組み合わせなどにより、ひとや環境にやさしい移動の環境
が整った、公共交通が重視された拠点の形成を図る。

・子どもから高齢者まで誰もが安心して快適に生活できる、多様なニーズに応じた良好
な生活環境や、活気あふれる生活空間の形成を図る。
　【中心市街地】

・高度な産業・研究開発機能や流通業務機能などが集積した機能性の高い産業空間の形
成を図る。

・幹線道路や公共交通などの利便性が高く、地域特性や周辺環境と調和した拠点の形成
を図る。
　【清原工業団地】【宇都宮工業団地】【河内工業団地】【瑞穂野工業団地】
　【河内中小工場団地】【テクノポリスセンター地区】
　【インターパーク地区】【宇都宮インターチェンジ周辺地区】

・地域資源、歴史や伝統・文化を生かした特色ある地域空間の創出を図る。
・観光拠点として、公共交通の利便性とともに、自動車でのアクセス性に優れた拠点の
形成を図る。
　【大谷周辺地域】

・地域の特性と調和した商業・住居・文化・公的サービス・交通結節などの機能を備えた、
自立性の高い拠点の形成を図る。

・基幹公共交通や高規格道路などの利便性が高く、自動車とも共存できる拠点の形成を
図る。
　【雀宮駅周辺地区】【岡本駅周辺地区】【テクノポリスセンター地区】
　【上河内中里周辺地区】

・商業・住居・公共公益サービスなど日常生活に対応する都市機能を備えた拠点（圏）の
形成を図る。

・基幹公共交通や幹線公共交通などによって円滑な移動が確保されるとともに、地域内
交通や歩行環境・自転車利活用環境が整った拠点（圏）の形成を図る。

・土地区画整理などの面的整備による生活基盤の整備改善を図る。

拠　　　点 形　成　方　針

※【　】内は主要な拠点。

■ 機能連携・補完軸

■ 広域連携軸

■ 水と緑の環境帯（エコベルト）
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6 ［第6章］都市空間形成の方針

まちづくり
戦略プロジェクト
まちづくり

戦略プロジェクト

7

子どもたちの“笑顔の輪”拡大プロジェクト 
からだ元気!こころ豊かに!健康長寿応援プロジェクト
“安全社会・安心生活”創出プロジェクト
ひとや自然にやさしい“環境都市”実現プロジェクト
まちの骨格となる交通体系確立プロジェクト
50万都市の中枢機能・交流機能強化、活力向上プロジェクト
都市ブランド確立・アピールプロジェクト
高い志を持って、未来へ羽ばたく“宮っ子スピリット”養成プロジェクト
産業力底上げ“未来産業創造”プロジェクト
みんなでつくる“大好き地域”実践プロジェクト

Project. 1

Project. 2

Project. 3

Project. 4

Project. 5

Project. 6

Project. 7

Project. 8

Project. 9

Project. 10

第 章


